
主目的 3 14 4

副目的

款 項 目 大 中

％ ％ ％

担当係

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

小牧市ふれあいの家の設置及び管理に関する条例

3

担当課

1

保健福祉

福祉課

障がい福祉係

92

平成３０年度以降

障がい者（児）福祉

事業類型 法定受託系

子どもの障がいを早期発見し支援する

3

市内に住む就学前の心身障害児や親に対して、早期療育、障がい児保育の充実を図る。

母子通園による障がい児の療育などを行う施設（利用料は無料）の維持管理及び運営を小

牧市社会福祉協議会に委託している。（Ｈ18から指定管理者）

・施設の運営管理（相談支援、療育指導等）

・施設や設備の維持管理

・施設内の物品管理

・修繕（１件あたり100万円未満）

　などを委託した。

助成 0

総合計画

分野別計画

予算区分

担当部事務事業名 あさひ学園施設管理事業

会計区分

平成１２年度以前 ～事業期間

事業番号 105

平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート

健康福祉部

事事事事

　　　　

　　　　

業業業業

　　　　

　　　　

のののの

　　　　

　　　　

概概概概

　　　　

　　　　

要要要要

直接実施・

運営

4 委託 96

一般会計

単位

千円

人

千円

人

千円

千円

％

千円

千円

千円

Ｈ24予算額

67,224

0.10

531

110.9

Ｈ23決算額

60,542

Ｈ22決算額

0

00

0

0.100.10

ココココ

　　　　

　　　　

スススス

　　　　

　　　　

トトトト

財

源

その他職員

0.10

（手段）

従事者数

Ｈ21決算額

一般財源

国・県支出金

対前年比

その他財源

人件費

0

71,706

　などを委託した。

【直接経費の内訳】

　あさひ学園管理運営委託料（58,329千円）

　駐車場用地借上料（2,130千円）

　あさひ学園用備品購入費（83千円）

費用合計

71,175

531

0.00

無

従事者数

人件費

費

用

直接経費

正職員

63,815

0

受益者負担

63,284

0

63,815

88.9

0

0

0

67,755

61,073

95.7

61,073

0.00

0

531531

0.00

71,706

0.00

0

67,755



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

―

―

―

―

H24

20

人

１日あたりの利用者数

（週１組）

―

6

「あさひ学園」の維持管理及び運営を指定管理者である小牧市社会福祉協議会に委

託し、就学前の親子（毎日組48人、週一日組  人）に対し、早期療育、障がい児保育を

実施した。また、施設を安全に利用できるよう、消防や各種設備の保守点検、清掃な

どを実施した。

38

61

6

―

6

212

―

217

H21

―

H22

――

H24H23

登録者数（毎日組）

登録者数（週１日組）

成果指標名

１日あたりの利用者数

（毎日組）

事業の

達成状況

活動指標名

開園日数

―

人

日

H23

―

58

―

49

―

220

―

H21

人

59

48

―

―

24

人

―

19

―
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H22

―

105事業番号

平平平平

成成成成

２２２２

３３３３

年年年年

この事業自体は、障がい児を育てる父母の自主保育の場の確保からはじまり、現在

の母子通園の形態をとっている。民間事業所で同様の形態を取るところはなく、就学

前の心身障害児や親に対して、早期療育、障がい児保育の機会が提供できなくなる。

事業を縮小・

廃止したときの

影響

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

今今今今

後後後後

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

現状維持

判定理由

一次評価のとおり。

改善案等

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

方向性の判定

現状維持

判　定　理　由

児童福祉法に基づく障害児通所支援を提供する事業所との役割分担を明確にすると

ともに、第一幼稚園との交流事業の充実を図っていく。

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

隣接する公立の第一幼稚園との交流事業が十分な状況でない。

隣接する公立の第一幼稚園との交流事業が十分な状況でないものの、就学前の心

身障害児や親に対して、早期療育、障がい児保育の機会を提供することができている

ため、現状維持と判断した。

方向性の判定


